
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
案
参
照
条
文

【
目
次
】

○
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
13

○
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
係
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律

第
百
四
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
14



地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）

（
一
般
選
挙
、
長
の
任
期
満
了
に
因
る
選
挙
及
び
設
置
選
挙
）

第
三
十
三
条

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
に
因
る
一
般
選
挙
又
は
長
の
任
期
満
了
に
因
る
選
挙
は
、
そ
の
任
期
が
終
る
日
の
前
三
十
日
以
内

に
行
う
。

２

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
解
散
に
因
る
一
般
選
挙
は
、
解
散
の
日
か
ら
四
十
日
以
内
に
行
う
。

３
・
４

（
略
）

５

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
選
挙
の
期
日
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
よ
り
、
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

都
道
府
県
知
事
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
少
な
く
と
も
十
七
日
前
に

二

指
定
都
市
の
長
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
少
な
く
と
も
十
四
日
前
に

三

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
及
び
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
少
な
く
と
も
九
日
前
に

四

指
定
都
市
以
外
の
市
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
少
な
く
と
も
七
日
前
に

五

町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
少
な
く
と
も
五
日
前
に

（
衆
議
院
議
員
及
び
参
議
院
議
員
の
再
選
挙
及
び
補
欠
選
挙
）

第
三
十
三
条
の
二

衆
議
院
議
員
及
び
参
議
院
議
員
の
第
百
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
再
選
挙
は
、
こ
れ
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
四
十

日
以
内
に
、
衆
議
院
議
員
及
び
参
議
院
議
員
の
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
再
選
挙
（
選
挙
の
無
効
に
よ
る
再
選
挙
に
限
る
。
）
は
、
当
該
選
挙
に

関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
）

が
第
二
百
二
十
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
四
十
日
以
内
に
行
う
。

２

衆
議
院
議
員
及
び
参
議
院
議
員
の
再
選
挙
（
前
項
に
規
定
す
る
再
選
挙
を
除
く
。
以
下
「
統
一
対
象
再
選
挙
」
と
い
う
。
）
又
は
補
欠
選
挙
は
、
九
月
十

六
日
か
ら
翌
年
の
三
月
十
五
日
ま
で
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
一
期
間
」
と
い
う
。
）
に
こ
れ
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
は
当
該
期
間
の
直
後

の
四
月
の
第
四
日
曜
日
に
、
三
月
十
六
日
か
ら
そ
の
年
の
九
月
十
五
日
ま
で
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
二
期
間
」
と
い
う
。
）
に
こ
れ
を
行
う
べ
き
事

由
が
生
じ
た
場
合
は
当
該
期
間
の
直
後
の
十
月
の
第
四
日
曜
日
に
行
う
。

３
～
６

（
略
）

７

衆
議
院
議
員
及
び
参
議
院
議
員
の
再
選
挙
又
は
補
欠
選
挙
は
、
そ
の
選
挙
を
必
要
と
す
る
に
至
つ
た
選
挙
に
つ
い
て
の
第
二
百
四
条
又
は
第
二
百
八
条
の

規
定
に
よ
る
訴
訟
の
出
訴
期
間
又
は
訴
訟
が
係
属
し
て
い
る
間
は
、
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
期
間
に
第
一
項
又
は
第
二



項
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
た
選
挙
に
つ
い
て
の
前
各
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
こ
れ
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
百
四
条
若
し
く
は
第
二
百
八
条
に
規
定
す
る
出
訴
期
間
の
経
過
又
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表

選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
）
の
第
二
百
二
十
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
受
領
の
う

ち
い
ず
れ
か
遅
い
方
の
事
由
が
生
じ
た
日
」
と
、
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
中
「
こ
れ
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
四

条
若
し
く
は
第
二
百
八
条
に
規
定
す
る
出
訴
期
間
の
経
過
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
訴
訟
が
係
属
し
な
く
な
つ
た
こ
と
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
方
の
事
由

が
生
じ
た
場
合
」
と
す
る
。

８

（
略
）

（
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
再
選
挙
、
補
欠
選
挙
等
）

第
三
十
四
条

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
再
選
挙
、
補
欠
選
挙
（
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
を
含
む
。
）
又
は
増
員
選
挙
若
し
く
は
第

百
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
一
般
選
挙
は
、
こ
れ
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
五
十
日
以
内
に
行
う
。

２
～
５

（
略
）

６

第
一
項
の
選
挙
の
期
日
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
次
の
各
号
の
区
分
に
よ
り
、
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

都
道
府
県
知
事
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
少
な
く
と
も
十
七
日
前
に

二

指
定
都
市
の
長
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
少
な
く
と
も
十
四
日
前
に

三

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
及
び
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
少
な
く
と
も
九
日
前
に

四

指
定
都
市
以
外
の
市
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
少
な
く
と
も
七
日
前
に

五

町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
少
な
く
と
も
五
日
前
に

（
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
の
期
日
の
特
例
）

第
三
十
四
条
の
二

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
の
日
が
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
の
任
期
満
了
の
日
前
九
十
日
に
当
た
る
日
か
ら
長
の
任
期

満
了
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
に
よ
る
一
般
選
挙
と
長
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
を

第
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
時
に
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
選
挙
は
、
当
該
地
方
公
共

団
体
の
長
の
任
期
満
了
の
日
前
五
十
日
に
当
た
る
日
又
は
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
の
日
前
三
十
日
に
当
た
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い

日
か
ら
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
の
日
後
五
十
日
に
当
た
る
日
又
は
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
の
任
期
満
了
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い

日
ま
で
の
間
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の

議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
の
日
前
六
十
日
ま
で
に
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



３

第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
な
さ
れ
た
後
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
の
任
期
満
了
に
よ
る
選

挙
の
期
日
の
告
示
が
な
さ
れ
る
ま
で
に
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
が
任
期
満
了
以
外
の
事
由
に
よ
り
す
べ
て
な
く
な
つ
た
場
合
（
当
該
地
方
公
共

団
体
の
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
に
よ
る
一
般
選
挙
の
期
日
の
告
示
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
（
第
三
十
三
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
の
任
期
満
了
の
日
前
五
十
日
に
当

た
る
日
又
は
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
日
前
三
十
日
に
当
た
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
当
該
地
方

公
共
団
体
の
長
の
任
期
満
了
の
日
ま
で
の
間
に
行
い
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
な
さ
れ
た
後
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
に
よ
る

一
般
選
挙
の
期
日
の
告
示
が
な
さ
れ
る
ま
で
に
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
が
欠
け
、
又
は
退
職
を
申
し
出
た
場
合
（
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
の
任
期
満
了

に
よ
る
選
挙
の
期
日
の
告
示
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
（
第
三
十
三
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当

該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
に
よ
る
一
般
選
挙
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
の
日
前
三
十
日
に
当
た
る
日
か
ら

当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
の
日
後
五
十
日
に
当
た
る
日
又
は
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
の
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
日

の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
に
行
う
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
地
方
公
共
団
体
の
長
の
任
期
満
了
の
日
が
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
の
日
前
九
十
日
に
当
た
る
日
か
ら
議
員

の
任
期
満
了
の
日
の
前
日
ま
で
に
あ
る
場
合
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
長
の
任
期
満
了
の
日
前
五
十
日
」
と
あ
る
の
は

「
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
の
日
前
五
十
日
」
と
、
「
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
の
日
前
三
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
長
の
任
期
満
了
の
日
前
三
十
日
」
と
、

「
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
の
日
後
五
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
長
の
任
期
満
了
の
日
後
五
十
日
」
と
、
「
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
の
任
期
満
了
の
日
の
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
の
日
の
」
と
、
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」

と
、
「
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
長
の
任
期
満
了
の
日
」
と
、
前
項
中
「
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

一
項
の
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
「
長
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
」
と
あ
る
の
は
「
議
会
の
議
員
の
任
期
満

了
に
よ
る
一
般
選
挙
」
と
、
「
議
会
の
議
員
が
任
期
満
了
以
外
の
事
由
に
よ
り
す
べ
て
な
く
な
つ
た
」
と
あ
る
の
は
「
長
が
任
期
満
了
以
外
の
事
由
に
よ
り

欠
け
、
又
は
退
職
を
申
し
出
た
」
と
、
「
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
に
よ
る
一
般
選
挙
」
と
あ
る
の
は
「
長
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
」
と
、
「
長
の
任
期

満
了
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
の
日
」
と
、
「
議
会
の
議
員
の
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
長
の
任

期
が
満
了
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
日
」
と
、
「
長
が
欠
け
、
又
は
退
職
を
申
し
出
た
」
と
あ
る
の
は
「
議
会
の
議
員
が
す
べ
て
な
く
な
つ
た
」
と
、
「
議

会
の
議
員
の
任
期
満
了
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
長
の
任
期
満
了
の
日
」
と
、
「
長
の
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
議
会
の
議

員
の
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

第
三
十
三
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
選
挙

に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

（
記
号
式
投
票
）



第
四
十
六
条
の
二

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
の
投
票
（
次
条
、
第
四
十
八
条
の
二
及
び
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
投
票
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
選
挙
人
が
、
自
ら
、
投
票
所
に
お
い
て
、
投

票
用
紙
に
氏
名
が
印
刷
さ
れ
た
公
職
の
候
補
者
の
う
ち
そ
の
投
票
し
よ
う
と
す
る
も
の
一
人
に
対
し
て
、
投
票
用
紙
の
記
号
を
記
載
す
る
欄
に
〇
の
記
号
を

記
載
し
て
、
こ
れ
を
投
票
箱
に
入
れ
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
当
該
選
挙
の
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
〇
の
記
号
」
と
、
「
第
四
十
六
条
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
公
職
の
候
補
者
（
公
職
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿

登
載
者
を
含
む
。
）
一
人
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
公
職
の
候
補
者
一
人
に
対
し
て
〇
の
記
号
」
と
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
用
い
な
い
も
の
」

と
あ
る
の
は
「
用
い
な
い
も
の
又
は
所
定
の
〇
の
記
号
の
記
載
方
法
に
よ
ら
な
い
も
の
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
公
職
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い

者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
公
職
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
対
し
て
〇
の
記
号
」
と
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
公
職
の
候
補
者
の
氏

名
」
と
あ
る
の
は
「
公
職
の
候
補
者
に
対
し
て
〇
の
記
号
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
の
ほ
か
、
他
事
を
記
載
し
た
も
の
。
た
だ
し
、

職
業
、
身
分
、
住
所
又
は
敬
称
の
類
を
記
入
し
た
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
〇
の
記
号
以
外
の
事
項
を
記
載
し
た
も
の
」
と
、
同
項

第
七
号
中
「
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
を
自
書
し
な
い
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
〇
の
記
号
を
自
ら
記
載
し
な
い
も
の
」
と
、
同
項
第
八
号
中
「
公
職
の
候
補
者

の
何
人
」
と
あ
る
の
は
「
公
職
の
候
補
者
の
い
ず
れ
に
対
し
て
〇
の
記
号
」
と
、
第
八
十
六
条
の
四
第
五
項
中
「
三
日
」
と
あ
る
の
は
「
四
日
」
と
、
「
二

日
」
と
あ
る
の
は
「
三
日
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
そ
の

選
挙
の
期
日
前
三
日
ま
で
に
、
町
村
の
長
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
そ
の
選
挙
の
期
日
前
二
日
ま
で
に
、
当
該
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
あ
る
の
は
「
選
挙
の
期
日
は
、
政
令
で
定
め
る
日
に
延
期
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る

選
挙
管
理
委
員
会
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
の
期
日

を
延
期
し
た
場
合
に
お
け
る
次
項
」
と
、
「
第
三
十
三
条
第
五
項
（
第
三
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条
第
六

項
又
は
第
百
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
た
期
日
後
五
日
に
当
た
る
日
」
と
あ
る
の
は
「
政
令
で
定
め
る
日
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
前
項
」
と

あ
る
の
は
「
前
二
項
」
と
、
「
当
該
選
挙
の
期
日
前
三
日
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
「
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
に
」
と
、
第
百
二
十
六
条
第
一
項
中
「
第
七

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
項
又
は
第
七
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
項
又
は
第
七
項
」
と
、
「
七
日
以
内
」
と
あ
る
の
は

「
政
令
で
定
め
る
日
以
内
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
項
又
は
第
七
項
」
と
し
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
六
十
八

条
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３

（
略
）

（
無
効
投
票
）

第
六
十
八
条

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
以
外
の
選
挙
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
は
、
無
効
と
す
る
。



一

（
略
）

二

公
職
の
候
補
者
で
な
い
者
又
は
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
八
十
七
条
の
二
、
第
八
十
八
条
、
第
二
百
五

十
一
条
の
二
若
し
く
は
第
二
百
五
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
公
職
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
も
の

三
～
八

（
略
）

２

（
略
）

３

参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
は
、
無
効
と
す
る
。

一

（
略
）

二

公
職
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
で
な
い
者
、
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
七
項
後
段
の
規
定
に
よ
る

届
出
に
係
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
若
し
く
は
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四

項
、
第
八
十
八
条
、
第
二
百
五
十
一
条
の
二
若
し
く
は
第
二
百
五
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
公
職
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
参
議
院
名
簿
登

載
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
以
外
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
若
し
く
は
略
称
を
記
載
し
た
も
の
。
た
だ
し
、

代
表
者
の
氏
名
の
類
を
記
入
し
た
も
の
で
第
八
号
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
～
十

（
略
）

（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
立
候
補
の
届
出
等
）

第
八
十
六
条

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
は
、
当
該
政
党
そ
の
他

の
政
治
団
体
に
所
属
す
る
者
を
候
補
者
と
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
に
、
郵
便
等
に
よ
る
こ
と
な
く
、
文

書
で
そ
の
旨
を
当
該
選
挙
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
所
属
す
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
を
五
人
以
上
有
す
る
こ
と
。

二

直
近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
に
お
け
る
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
若
し
く
は
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の

通
常
選
挙
に
お
け
る
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
若
し
く
は
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
当
該
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
得
票
総
数
が
当
該
選

挙
に
お
け
る
有
効
投
票
の
総
数
の
百
分
の
二
以
上
で
あ
る
こ
と
。

２

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
に
、
郵
便
等
に
よ
る
こ
と
な
く
、
文
書
で
そ

の
旨
を
当
該
選
挙
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
が
他
人
を
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
候
補
者
と
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
本
人
の
承
諾
を
得
て
、
第
一
項
の
公

示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
に
、
郵
便
等
に
よ
る
こ
と
な
く
、
文
書
で
当
該
選
挙
長
に
そ
の
推
薦
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
～
７

（
略
）

８

第
一
項
の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
に
届
出
の
あ
つ
た
候
補
者
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
日
後
、
当
該
候
補
者
が
死
亡
し
、
当
該
届
出



が
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
当
該
候
補
者
が
候
補
者
た
る
こ
と
を
辞
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
又
は
次
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
当
該
届
出
が
却

下
さ
れ
た
と
き
は
、
前
各
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該
選
挙
の
期
日
前
三
日
ま
で
に
、
候
補
者
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

９

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
選
挙
長
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
却

下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
つ
た
者
に
つ
き
除
名
、
離
党
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
当
該
候
補
者
届
出
政
党
に
所

属
す
る
者
で
な
く
な
つ
た
旨
の
届
出
が
当
該
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
に
当
該
候
補
者
届
出
政
党
か
ら
文
書
で
さ
れ
た
と
き
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

一

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
届
出
が
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
よ
つ
て

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
届
出
が
第
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
つ
た
者
が
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
八

十
七
条
の
二
、
第
八
十
八
条
、
第
二
百
五
十
一
条
の
二
又
は
第
二
百
五
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
公
職
の
候
補
者
と
な
り
、
又
は
公
職
の
候
補
者
で
あ

る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

～

（
略
）

10

14
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
名
簿
に
よ
る
立
候
補
の
届
出
等
）

第
八
十
六
条
の
二

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

当
該
選
挙
の
期
日
ま
で
に
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
が
生
じ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
選
挙
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に

係
る
衆
議
院
名
簿
に
お
け
る
当
該
衆
議
院
名
簿
登
載
者
に
係
る
記
載
を
抹
消
す
る
と
と
も
に
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
衆
議
院
名
簿
登
載
者
に
つ
き
除
名
、
離
党
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
所
属
す
る
者
で
な
く
な
つ
た
旨

の
届
出
が
当
該
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
に
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
文
書
で
さ
れ
た
と
き
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

一

（
略
）

二

衆
議
院
名
簿
登
載
者
が
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
公
職
の
候
補
者
と
な

り
、
又
は
公
職
の
候
補
者
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

三
・
四

（
略
）

８
～

（
略
）

14
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
名
簿
に
よ
る
立
候
補
の
届
出
等
）

第
八
十
六
条
の
三

（
略
）



２

前
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
、
第
七
項
（
第
四
号
を
除
く
。
）
、
第
八
項
、
第
九
項
前
段
及
び
第
十
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
参
議
院

（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第

一
項
」
と
、
「
衆
議
院
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
参
議
院
名
簿
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
参
議
院
名
簿
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
衆
議
院
名
称
届
出

政
党
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
満
了
前
九
十
日
に
当
た
る
日
か
ら
七
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政

党
そ
の
他
の
政
治
団
体
で
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
い
な
い
も
の
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
添
え
た
文
書
の
内
容
に
異
動
が
な
い
も
の

に
限
る
。
）
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
の
参
議
院
名
簿

登
載
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
各
号
」
と
、

同
項
第
四
号
中
「
第
八
十
七
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
衆
議
院
名
簿
登

載
者
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、
「
又
は
第
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
同

条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
、
第
二
百
五
十
一
条
の
二
又
は
第
二
百
五
十
一
条
の
三
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
選
定

及
び
そ
れ
ら
の
者
の
間
に
お
け
る
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
の
決
定
（
以
下
単
に
「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
選
定
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院

名
簿
登
載
者
の
選
定
」
と
、
「
並
び
に
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、
「
当
該
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の

は
「
当
該
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
衆
議
院
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
」
と
、
「
第
八
十
六
条
の
六
第
六
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
八
十
六
条
の
七
第
四
項
」
と
、
「
い
ず
れ
か
の
選
挙
区
に
お
け
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、
「
同
条
第
六

項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
各
衆
議
院
名
簿
の
衆
議
院
名
簿
登
載
者
（
当
該
選
挙
と
同
時
に
行
わ
れ
る
衆
議
院
小
選
挙
区
選

出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
で
あ
つ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
衆
議
院
名
簿
の
衆
議
院
名
簿
登
載
者
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の

は
「
各
参
議
院
名
簿
の
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、
「
数
は
、
選
挙
区
ご
と
に
」
と
あ
る
の
は
「
数
は
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
第
一
項
の
規
定
」
と
あ
る

の
は
「
次
条
第
一
項
の
規
定
」
と
、
「
衆
議
院
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
」
と
、
「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
登
載

者
」
と
、
「
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
と
、
「
所
属
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
所
属
す
る
者
（
当
該
政
党
そ

の
他
の
政
治
団
体
が
推
薦
す
る
者
を
含
む
。
）
」
と
、
「
第
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
八
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
七
条
第
一
項

若
し
く
は
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
、
第
八
十
八
条
、
第
二
百
五
十
一
条
の
二
又
は
第
二
百
五
十
一
条
の
三
」
と
、
同
条
第
八
項
中

「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、
「
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
と
、
同

条
第
九
項
前
段
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
」
と
、
「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、
「
衆
議
院
名
簿

届
出
政
党
等
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
と
、
「
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
項
」
と
、
同
条
第
十

項
中
「
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
と
、
「
衆
議
院
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
」
と
、
同
条
第
十
一

項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
」
と
、
「
第
八
十
七
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
」

と
、
「
衆
議
院
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
」
と
、
「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、
同
条
第
十
二
項
中
「
違

反
し
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
又
は
当
該
届
出
の
結
果
当
該
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
数
が
第
五
項
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
」
と
あ
る
の



は
「
違
反
し
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
、
同
条
第
十
三
項
中
「
第
一
項
、
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
若
し
く
は
こ
の
条
第
九
項
」
と
、

「
衆
議
院
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
」
と
、
「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、
同
条
第
十
四
項
中
「
第
一
項

第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
必
要
な
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
必
要
な
事
項
並
び
に
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
再
選
挙

及
び
補
欠
選
挙
に
お
け
る
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
以
外
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
立
候
補
の
届
出
等
）

第
八
十
六
条
の
四

公
職
の
候
補
者
（
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
候
補
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
ろ
う
と
す

る
者
は
、
当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
に
、
郵
便
等
に
よ
る
こ
と
な
く
、
文
書
で
そ
の
旨
を
当
該
選
挙
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
が
他
人
を
公
職
の
候
補
者
と
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
本
人
の
承
諾
を
得
て
、
前
項
の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
に
、

郵
便
等
に
よ
る
こ
と
な
く
、
文
書
で
そ
の
推
薦
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
文
書
に
は
、
公
職
の
候
補
者
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
、
本
籍
、
住
所
、
生
年
月
日
、
職
業
及
び
所
属
す
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称

（
二
以
上
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
所
属
す
る
と
き
は
、
い
ず
れ
か
一
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
と
し
、
次
項
に
規
定
す
る
証
明
書
に
係
る

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
を
い
う
も
の
と
す
る
。
）
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
文
書
に
は
、
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
二
、
第
二
百
五
十
一
条
の
二
又
は
第
二
百
五
十

一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
当
該
選
挙
に
お
い
て
公
職
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
な
い
こ
と
を
当
該
公
職
の
候
補
者
と
な
る
べ
き
者
が
誓
う
旨

の
宣
誓
書
、
所
属
す
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
を
記
載
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
記
載
に
関
す
る
当
該
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
証
明
書

（
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
候
補
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
の
証
明
書
）
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
文
書
を
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５

参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
に
届
出
の
あ
つ
た
公

職
の
候
補
者
が
、
そ
の
選
挙
に
お
け
る
議
員
の
定
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
日
後
、
当
該
候
補
者
が
死
亡
し
又
は
公
職
の
候
補
者
た
る
こ
と
を
辞

し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
前
各
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
又
は
都
道
府
県
若
し
く
は
市
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に

あ
つ
て
は
そ
の
選
挙
の
期
日
前
三
日
ま
で
に
、
町
村
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
そ
の
選
挙
の
期
日
前
二
日
ま
で
に
、
当
該
選
挙
に
お
け
る
公
職
の

候
補
者
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

地
方
公
共
団
体
の
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
告
示
が
あ
つ
た
日
に
届
出
の
あ
つ
た
候
補
者
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
日
後
、
当

該
候
補
者
が
死
亡
し
又
は
候
補
者
た
る
こ
と
を
辞
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
又

は
市
長
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
そ
の
選
挙
の
期
日
前
三
日
ま
で
に
、
町
村
の
長
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
そ
の
選
挙
の
期
日
前
二
日
ま
で
に
、
当
該
選
挙
に
お
け
る

候
補
者
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



７

地
方
公
共
団
体
の
長
の
選
挙
に
つ
い
て
第
一
項
、
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
つ
た
候
補
者
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
選

挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
に
、
当
該
候
補
者
が
死
亡
し
又
は
候
補
者
た
る
こ
と
を
辞
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
た
め
候
補
者
が
一
人
と
な
つ
た
と
き
は
、
選
挙

の
期
日
は
、
第
三
十
三
条
第
五
項
（
第
三
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条
第
六
項
又
は
第
百
十
九
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
し
た
期
日
後
五
日
に
当
た
る
日
に
延
期
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理

委
員
会
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

前
項
又
は
第
百
二
十
六
条
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
告
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
前
三
日
ま
で
に
、
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の

規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
の
候
補
者
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

９

第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
つ
た
者
が
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条

の
二
、
第
八
十
八
条
、
第
二
百
五
十
一
条
の
二
又
は
第
二
百
五
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
当
該
選
挙
に
お
い
て
公
職
の
候
補
者
と
な
り
、
又
は
公
職
の
候

補
者
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
選
挙
長
は
、
そ
の
届
出
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
職
の
候
補
者
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
つ
た
公
職
の
候
補
者
に
あ
つ
て
は
第
一
項
の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
に
、
第
五

10
項
、
第
六
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
つ
た
公
職
の
候
補
者
に
あ
つ
て
は
当
該
各
項
に
定
め
る
日
ま
で
に
選
挙
長
に
届
出
を
し
な
け
れ
ば
、
そ

の
候
補
者
た
る
こ
と
を
辞
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八
項
若
し
く
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
、
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
却
下
し
た
と
き

11
又
は
公
職
の
候
補
者
が
死
亡
し
、
若
し
く
は
第
九
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
選

挙
長
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
重
複
立
候
補
等
の
禁
止
）

第
八
十
七
条

一
の
選
挙
に
お
い
て
公
職
の
候
補
者
と
な
つ
た
者
は
、
同
時
に
、
他
の
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
～
６

（
略
）

（
設
置
選
挙
）

第
百
十
七
条

地
方
公
共
団
体
が
設
置
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及

び
長
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
選
挙
の
期
日
を
告
示
し
、
一
般
選
挙
及
び
長
の
選
挙
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
同
時
に
行
う
選
挙
の
範
囲
）

第
百
十
九
条

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
及
び
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
又
は
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
及
び
市
町
村
長
の
選
挙
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

時
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。



２

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
次
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
第
百
八
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
の
規
定
に
よ

る
報
告
に
基
づ
き
、
当
該
市
町
村
の
選
挙
（
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
都
道
府
県
の
選
挙
（
都

道
府
県
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
同
時
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
の
期
日
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
、
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
選
挙
を
同
時
に
行
う
か
ど
う
か
の
決
定
手
続
）

第
百
二
十
条

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
市
町
村
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
任
期
満
了
に
因
る
選
挙
に
つ
い
て
は
任

期
満
了
の
日
前
六
十
日
ま
で
に
、
任
期
満
了
以
外
の
事
由
に
因
る
選
挙
に
つ
い
て
は
第
百
八
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
る
場
合

を
除
く
外
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
を
生
じ
た
日
か
ら
三
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
示
を
し
た
場
合
に

お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
一
項
若
し
く
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
第
百
八
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
報
告

の
あ
つ
た
日
か
ら
三
日
以
内
に
、
当
該
市
町
村
の
選
挙
を
都
道
府
県
の
選
挙
と
同
時
に
行
う
か
ど
う
か
を
、
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
選
挙
の
同
時
施
行
決
定
ま
で
の
市
町
村
の
選
挙
の
施
行
停
止
）

第
百
二
十
一
条

市
町
村
の
選
挙
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
る
ま
で
の
間
は
、
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
の
期
間
内
に
通
知

が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
投
票
及
び
開
票
の
順
序
）

第
百
二
十
二
条

第
百
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
同
時
に
選
挙
を
行
う
場
合
に
お
け
る
投
票
及
び
開
票
の
順
序
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
が
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
定
め

る
。

（
投
票
、
開
票
及
び
選
挙
会
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
百
二
十
三
条

第
百
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
時
に
選
挙
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
十
六
条
及
び
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
も

の
を
除
く
外
、
投
票
及
び
開
票
に
関
す
る
規
定
は
、
各
選
挙
に
通
じ
て
適
用
す
る
。
第
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
時
に
選
挙
を
行
う
場
合
に
お
い

て
、
選
挙
会
の
区
域
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
第
七
十
六
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
外
、
選
挙
会
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。



２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
繰
上
投
票
）

第
百
二
十
四
条

都
道
府
県
の
選
挙
と
市
町
村
の
選
挙
を
同
時
に
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
投
票
の
期
日
は
、
同
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
定
め
る
。

（
繰
延
投
票
）

第
百
二
十
五
条

都
道
府
県
の
選
挙
と
市
町
村
の
選
挙
を
同
時
に
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
由
を
生
じ
た
と
き
は
、
都
道
府

県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
同
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
更
に
投
票
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
の
選
挙
長
を
経
て
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
そ
の
旨
を
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
長
の
候
補
者
が
一
人
と
な
つ
た
場
合
の
選
挙
期
日
の
延
期
）

第
百
二
十
六
条

都
道
府
県
の
選
挙
と
市
町
村
長
の
選
挙
を
同
時
に
行
う
場
合
に
お
い
て
市
町
村
長
の
選
挙
に
つ
い
て
第
八
十
六
条
の
四
第
七
項
に
規
定
す
る

事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
の
選
挙
と
市
町
村
長
の
選
挙
を
同
時
に
行
う
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
に
つ
い
て
第
八
十
六
条
の
四
第
七
項
に
規
定
す
る

事
由
が
生
じ
、
か
つ
、
市
町
村
長
の
選
挙
に
つ
い
て
も
ま
た
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
よ
り
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
た
こ
と
を
知
つ
た
と

き
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
選
挙
の
期
日
を
延
期
し
、
そ
の
報
告
の
あ
つ
た
日
（
二
以
上
の
報
告
が
あ
つ
た
と
き
は
、

後
の
報
告
の
あ
つ

た
日
）
か
ら
七
日
以
内
に
、
選
挙
を
同
時
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
期
日
は
、
少
な
く
と
も
五
日
前
に
告
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
百
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
時
に
選
挙
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
の
長
の
選
挙
に
つ
い
て
第
八
十
六
条
の
四
第
七

項
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
。

（
無
投
票
当
選
）

第
百
二
十
七
条

第
百
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
時
に
選
挙
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
百
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
た
と
き

は
、
当
該
選
挙
に
係
る
投
票
は
、
行
わ
な
い
。

（
公
職
の
候
補
者
等
の
寄
附
の
禁
止
）



第
百
九
十
九
条
の
二

公
職
の
候
補
者
又
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
職
の
候
補
者
等
」

と
い
う
。
）
は
、
当
該
選
挙
区
（
選
挙
区
が
な
い
と
き
は
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
あ
る
者
に
対
し
、
い
か
な
る
名

義
を
も
つ
て
す
る
を
問
わ
ず
、
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
若
し
く
は
そ
の
支
部
又
は
当
該
公
職
の
候
補
者
等
の
親
族

に
対
し
て
す
る
場
合
及
び
当
該
公
職
の
候
補
者
等
が
専
ら
政
治
上
の
主
義
又
は
施
策
を
普
及
す
る
た
め
に
行
う
講
習
会
そ
の
他
の
政
治
教
育
の
た
め
の
集
会

（
参
加
者
に
対
し
て
饗
応
接
待
（
通
常
用
い
ら
れ
る
程
度
の
食
事
の
提
供
を
除
く
。
）
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
、
当
該
選
挙
区
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も

の
及
び
第
百
九
十
九
条
の
五
第
四
項
各
号
の
区
分
に
よ
る
当
該
選
挙
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
関
し
必
要
や
む
を
得
な
い
実
費
の
補
償
（
食
事
に
つ
い
て
の
実
費
の
補
償
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

公
職
の
候
補
者
等
を
寄
附
の
名
義
人
と
す
る
当
該
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
、
当
該
公
職
の
候
補
者
等
以
外
の
者
は
、
い
か
な
る

名
義
を
も
つ
て
す
る
を
問
わ
ず
、
こ
れ
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
公
職
の
候
補
者
等
の
親
族
に
対
し
て
す
る
場
合
及
び
当
該
公
職
の
候
補
者
等

が
専
ら
政
治
上
の
主
義
又
は
施
策
を
普
及
す
る
た
め
に
行
う
講
習
会
そ
の
他
の
政
治
教
育
の
た
め
の
集
会
に
関
し
必
要
や
む
を
得
な
い
実
費
の
補
償
と
し
て

す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

何
人
も
、
公
職
の
候
補
者
等
に
対
し
て
、
当
該
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対
す
る
寄
附
を
勧
誘
し
、
又
は
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
政
党
そ
の
他

の
政
治
団
体
若
し
く
は
そ
の
支
部
又
は
当
該
公
職
の
候
補
者
等
の
親
族
に
対
す
る
寄
附
を
勧
誘
し
、
又
は
要
求
す
る
場
合
及
び
当
該
公
職
の
候
補
者
等
が
専

ら
政
治
上
の
主
義
又
は
施
策
を
普
及
す
る
た
め
に
行
う
講
習
会
そ
の
他
の
政
治
教
育
の
た
め
の
集
会
に
関
し
必
要
や
む
を
得
な
い
実
費
の
補
償
と
し
て
す
る

寄
附
を
勧
誘
し
、
又
は
要
求
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

何
人
も
、
公
職
の
候
補
者
等
を
寄
附
の
名
義
人
と
す
る
当
該
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
、
当
該
公
職
の
候
補
者
等
以
外
の
者
に
対

し
て
、
こ
れ
を
勧
誘
し
、
又
は
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
公
職
の
候
補
者
等
の
親
族
に
対
す
る
寄
附
を
勧
誘
し
、
又
は
要
求
す
る
場
合
及
び

当
該
公
職
の
候
補
者
等
が
専
ら
政
治
上
の
主
義
又
は
施
策
を
普
及
す
る
た
め
に
行
う
講
習
会
そ
の
他
の
政
治
教
育
の
た
め
の
集
会
に
関
し
必
要
や
む
を
得
な

い
実
費
の
補
償
と
し
て
す
る
寄
附
を
勧
誘
し
、
又
は
要
求
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
後
援
団
体
に
関
す
る
寄
附
等
の
禁
止
）

第
百
九
十
九
条
の
五

政
党
そ
の
他
の
団
体
又
は
そ
の
支
部
で
、
特
定
の
公
職
の
候
補
者
若
し
く
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を

含
む
。
）
の
政
治
上
の
主
義
若
し
く
は
施
策
を
支
持
し
、
又
は
特
定
の
公
職
の
候
補
者
若
し
く
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を

含
む
。
）
を
推
薦
し
、
若
し
く
は
支
持
す
る
こ
と
が
そ
の
政
治
活
動
の
う
ち
主
た
る
も
の
で
あ
る
も
の
（
以
下
「
後
援
団
体
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
選
挙

区
（
選
挙
区
が
な
い
と
き
は
、
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
）
内
に
あ
る
者
に
対
し
、
い
か
な
る
名
義
を
も
つ
て
す
る
を
問
わ
ず
、
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
若
し
く
は
そ
の
支
部
又
は
当
該
公
職
の
候
補
者
若
し
く
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を
含

む
。
）
に
対
し
寄
附
を
す
る
場
合
及
び
当
該
後
援
団
体
が
そ
の
団
体
の
設
立
目
的
に
よ
り
行
う
行
事
又
は
事
業
に
関
し
寄
附
（
花
輪
、
供
花
、
香
典
、
祝
儀



そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
さ
れ
る
も
の
及
び
第
四
項
各
号
の
区
分
に
よ
る
当
該
選
挙
ご
と
の
一
定
期
間
内
に
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
す
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

何
人
も
、
後
援
団
体
の
総
会
そ
の
他
の
集
会
（
後
援
団
体
を
結
成
す
る
た
め
の
集
会
を
含
む
。
）
又
は
後
援
団
体
が
行
な
う
見
学
、
旅
行
そ
の
他
の
行
事

に
お
い
て
、
第
四
項
各
号
の
区
分
に
よ
る
当
該
選
挙
ご
と
に
一
定
期
間
、
当
該
選
挙
区
（
選
挙
区
が
な
い
と
き
は
、
選
挙
の
行
な
わ
れ
る
区
域
）
内
に
あ
る

者
に
対
し
、
饗
応
接
待
（
通
常
用
い
ら
れ
る
程
度
の
食
事
の
提
供
を
除
く
。
）
を
し
、
又
は
金
銭
若
し
く
は
記
念
品
そ
の
他
の
物
品
を
供
与
し
て
は
な
ら
な

い
。

３

公
職
の
候
補
者
又
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
は
、
第
百
九
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

項
各
号
の
区
分
に
よ
る
当
該
選
挙
ご
と
に
一
定
期
間
、
当
該
公
職
の
候
補
者
又
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
に
係

る
後
援
団
体
（
政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
政
治
団
体
を
除
く
。
）
に
対
し
、
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

こ
の
条
に
お
い
て
「
一
定
期
間
」
と
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
衆
議
院
議
員
の
任
期
満
了
の
日
前
九
十
日
に
当
た
る
日
か
ら
当
該
総
選
挙
の
期
日
ま
で
の
間
又
は
衆
議
院
の
解

散
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
総
選
挙
の
期
日
ま
で
の
間

二

参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
参
議
院
議
員
の
任
期
満
了
の
日
前
九
十
日
に
当
た
る
日
か
ら
当
該
通
常
選
挙
の
期
日
ま
で
の
間

三

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
任
期
満
了
の
日
前
九
十
日
に
当
た
る
日
（
第
三
十
四
条
の
二
第

二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
な
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
任
期
満
了
の
日
前
九
十
日
に
当
た
る

日
又
は
当
該
告
示
が
な
さ
れ
た
日
の
翌
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
）
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
ま
で
の
間

四

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
再
選
挙
（
統
一
対
象
再
選
挙
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
と
き
（
第
三
十
三

条
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
遅
い
方
の
事
由
が
生
じ
た

と
き
）
そ
の
旨
を
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に

つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
）
が
告
示
し
た
日
の
翌
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
ま
で
の
間

五

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
統
一
対
象
再
選
挙
又
は
補
欠
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
と
き
（
第
三
十
三
条
の
二

第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
遅
い
方
の
事
由

が
生
じ
た
と
き
）
そ
の
旨
を
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員

の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
）
が
告
示
し
た
日
の
翌
日
又
は
当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
期
日
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
参
議
院
議
員
の
任
期
満
了
の
日
）
前
九
十
日
に
当
た
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
ま
で
の
間

六

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
の
う
ち
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
以
外
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
と

き
（
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

も
遅
い
事
由

が
生
じ
た
と
き
）
そ
の
旨
を
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
が
告
示
し
た
日
の
翌
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
ま
で
の
間



○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

（
指
定
都
市
の
権
能
）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

政
令
で
指
定
す
る
人
口
五
十
万
以
上
の
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
都
道
府
県
が
法
律

又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
三

（
略
）

２

（
略
）



○
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
係
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律

第
百
四
十
七
号
）

（
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
に
よ
る
投
票
）

第
三
条

市
町
村
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
の
投
票
（
公
職
選
挙
法
第
四
十
七
条
、
第
四
十
九
条
並
び
に
第
五
十
条
第
三
項

及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
は
、
同
法
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
選
挙
人
が
、
自
ら
、
投
票
所
（
期
日
前
投
票
所
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
電
磁
的

記
録
式
投
票
機
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
に
記
録
さ
れ
て
い
る
公
職
の
候
補
者
の
う
ち
そ
の
投
票
し
よ
う
と
す
る
も
の
一
人

を
選
択
し
、
か
つ
、
当
該
公
職
の
候
補
者
を
選
択
し
た
こ
と
を
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
の
投
票
（
公
職
選
挙
法
第
四
十
七
条
、
第
四
十
九
条
並
び
に
第
五
十
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
投

票
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
指
定
都
市
は
、
同
法
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
条
例
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
条
例
で
定
め
る
当
該
指
定
都
市
の
区
の
区
域
内
の
投
票
区
を
除
き
、
選
挙
人
が
、
自
ら
、
投
票
所
に
お
い
て
、
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を

操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
に
記
録
さ
れ
て
い
る
公
職
の
候
補
者
の
う
ち
そ
の
投
票
し
よ
う
と
す
る
も
の
一
人
を
選
択
し
、
か

つ
、
当
該
公
職
の
候
補
者
を
選
択
し
た
こ
と
を
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
同
法
第
四
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
四
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
九
条
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に

係
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
条
」
と
す
る
。

３

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
の
投
票
（
公
職
選
挙
法
第
四
十
七
条
、
第
四
十
九
条
並
び
に
第
五
十
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
投

票
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
は
、
同
法
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
の
条
例
を
定

め
た
市
町
村
の
う
ち
当
該
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
も
の
の
区
域
（
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
係
る
前
項
の
条
例
及
び
長
の
選
挙

に
係
る
同
項
の
条
例
で
定
め
る
区
以
外
の
区
の
う
ち
当
該
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
も
の
の
区
域
に
限
る
。
）
内
の
投
票
区
に
限
り
、
当
該
都
道
府
県
の

条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
選
挙
人
が
、
自
ら
、
投
票
所
に
お
い
て
、
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
電
磁
的
記
録
式
投
票

機
に
記
録
さ
れ
て
い
る
公
職
の
候
補
者
の
う
ち
そ
の
投
票
し
よ
う
と
す
る
も
の
一
人
を
選
択
し
、
か
つ
、
当
該
公
職
の
候
補
者
を
選
択
し
た
こ
と
を
電
磁
的

記
録
媒
体
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
同
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
四

十
九
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
九
条
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
係
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法

等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
三
項
及
び
第
七
条
」
と
す
る
。

（
同
時
選
挙
等
の
特
例
）



第
十
四
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
投
票
を
行
う
選
挙
に
つ
い
て
は
、
公
職
選
挙
法
第
十
二
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
市
町
村
の
議
会
の
議
員

の
選
挙
と
市
町
村
長
の
選
挙
を
と
も
に
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
よ
り
行
う
場
合
（
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
係
る
同
項

の
条
例
で
定
め
る
区
と
当
該
指
定
都
市
の
長
の
選
挙
に
係
る
同
項
の
条
例
で
定
め
る
区
が
異
な
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）


